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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画を撮影可能な電子撮像装置であって、
　撮像手段と、
　撮像して所定フレーム数の動画データが得られたときに、この所定フレーム数の動画デ
ータをメモリに記録する動画データ記録手段と、
　前記所定フレーム数の動画データが得られる毎に、この所定フレーム数の動画データに
対応する属性情報であるフッタを作成する属性情報作成手段と、
　撮影操作終了の指示を検出し、或いは電源電圧が所定電圧以下になったことを検出した
場合に、撮影状態から非撮影状態に移る判断を行う判断手段と、
　前記判断により撮影状態から非撮影状態に移る判断に応じて、前記作成された属性情報
をメモリに記録する属性情報記録手段と、
　を具備することを特徴とする電子撮像装置。
【請求項２】
　撮影終了の指示があったときに、当該撮影により得られた動画データに対応する属性情
報を前記属性情報作成手段により作成するとともに、この作成された属性情報を前記撮影
により得られた動画データとともに記録することを特徴とする請求項１に記載の電子撮像
装置。
【請求項３】
　電源電圧が所定電圧以下になった場合に、前記属性情報をメモリに記録するために必要
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な電源電圧を供給するバックアップ用電源を備えていることを特徴とする請求項１に記載
の電子撮像装置。
【請求項４】
　電源電圧が所定電圧以下になった場合にメモリに記録される属性情報は、その時点で既
に作成されている属性情報のうち最新に作成された属性情報であることを特徴とする請求
項１に記載の電子撮像装置。
【請求項５】
　前記電源電圧が所定電圧以下となった場合に、前記バックアップ用電源による前記メモ
リへの記録に必要な電源供給を除く他の電源供給を停止するように制御することを特徴と
する請求項３に記載の電子撮像装置。
【請求項６】
　電子撮像装置の動画像データ記録方法であって、
　撮像して所定フレーム数の動画データが得られたときに、この所定フレーム数の動画デ
ータをメモリに記録し、
　前記所定フレーム数の動画データが得られる毎に、この所定フレーム数の動画データに
対応する属性情報であるフッタを作成し、
　撮影状態から非撮影状態に移るか否かの判断を行い、
　前記判断により撮影状態から非撮影状態に移る判断がされた場合に、前記作成された属
性情報をメモリに記録する
　ことを特徴とする電子撮像装置の動画像データ記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子撮像装置及び電子撮像装置の動画像データ記録方法に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の電子撮像装置が従来より知られている。このような電子撮像装置に
おいて、撮影時に電池切れが発生したり停電が起こった場合に備えて種々の提案がなされ
ている。例えば、特開２００２－２６２２１７号公報には、電池電圧の低下が検出される
と、画像データの記録処理のみを優先して行い、さらには記録動作を中止する等の処理を
行うことが開示されている。
【０００３】
　また、特開平６－２７４４５７号公報には、ファイルへのデータ書き込み中に停電にな
ると電池の出力電圧を検出して、書き込み中のファイルを強制的にクローズする処理を行
うことが開示されている。
【特許文献１】特開２００２－２６２２１７号公報
【特許文献２】特開平６－２７４４５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した先行技術はいずれも動画撮影時の電源電圧の低下について考慮していない。動
画撮影において、フッタは撮影時間やフレームレートなどの必要情報が事前にわかってい
れば撮影に先立って作成することができるが、撮影中にデータが消失した場合にはデータ
との対応がとれなくなるので正常な再生が困難になる。また、フッタを動画撮影の後に作
成する方法もあるが、撮影の途中で電池切れが生じた場合はフッタが作成されないので再
生可能なように記録を行うことができない。
【０００５】
　本発明はこのような課題に着目してなされたものであり、その目的とするところは、電
源電圧が低下した場合であっても簡単な構成で動画ファイルを再生可能な状態で記録する
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ことができる電子撮像装置及び電子撮像方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、第１の発明は、動画を撮影可能な電子撮像装置であって
、撮像手段と、撮像して所定フレーム数の動画データが得られたときに、この所定フレー
ム数の動画データをメモリに記録する動画データ記録手段と、前記所定フレーム数の動画
データが得られる毎に、この所定フレーム数の動画データに対応する属性情報であるフッ
タを作成する属性情報作成手段と、撮影操作終了の指示を検出し、或いは電源電圧が所定
電圧以下になったことを検出した場合に、撮影状態から非撮影状態に移る判断を行う判断
手段と、前記判断により撮影状態から非撮影状態に移る判断に応じて、前記作成された属
性情報をメモリに記録する属性情報記録手段と、を具備することを特徴とする。
【０００７】
　また、第２の発明は、第１の発明に係る電子撮像装置において、撮影終了の指示があっ
たときに、当該撮影により得られた動画データに対応する属性情報を前記属性情報作成手
段により作成するとともに、この作成された属性情報を前記撮影により得られた動画デー
タとともに記録することを特徴とする。
【０００８】
　また、第３の発明は、第１の発明に係る電子撮像装置において、電源電圧が所定電圧以
下になった場合に、前記属性情報をメモリに記録するために必要な電源電圧を供給するバ
ックアップ用電源を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　また、第４の発明は、第１の発明に係る電子撮像装置において、電源電圧が所定電圧以
下になった場合にメモリに記録される属性情報は、その時点で既に作成されている属性情
報のうち最新に作成された属性情報であることを特徴とする。
【００１０】
　また、第５の発明は、第３の発明に係る電子撮像装置において、前記電源電圧が所定電
圧以下となった場合に、前記バックアップ用電源による前記メモリへの記録に必要な電源
供給を除く他の電源供給を停止するように制御することを特徴とする。
【００１１】
　また、第６の発明は、電子撮像装置の動画像データ記録方法であって、撮像して所定フ
レーム数の動画データが得られたときに、この所定フレーム数の動画データをメモリに記
録し、前記所定フレーム数の動画データが得られる毎に、この所定フレーム数の動画デー
タに対応する属性情報であるフッタを作成し、撮影状態から非撮影状態に移るか否かの判
断を行い、前記判断により撮影状態から非撮影状態に移る判断がされた場合に、前記作成
された属性情報をメモリに記録することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、電源電圧が低下した場合や電池が抜かれた場合であっても簡単な構成
で動画ファイルを再生可能な状態で記録することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図１は、本発明に係る電子
撮像装置の概略構成を示す機能ブロック図である。図１において、全体の制御を行うＣＰ
Ｕ１には、画像処理部（ＡＳＩＣ）１１と、メモリカード等の記録メディア５と、ＳＤＲ
ＡＭ６と、電池電圧チェック部２が接続され、さらにビデオインタフェース７を介して液
晶表示部（ＴＦＴ）８が、ＣＣＤインタフェース９を介して撮像素子としてのＣＣＤ１０
が、電源制御部３を介して電源電圧としての電池４さらにはバックアップコンデンサ１２
が接続されている。電源制御部３からは各制御部に電源が供給される。電池電圧チェック
部２は電池４の電圧のチェックを行う。ここでのＣＰＵ１は、所定フレームの動画データ
が撮像されたときに、この所定フレームの動画データに対応する属性情報（例えばフッタ
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情報）を作成する属性情報作成手段と、電池４が所定の電圧レベル以下になった場合に、
動画データの記録動作を中止するとともに、すでに作成された属性情報を記録メディア５
に記録するように制御する制御手段としての機能を備える。
【００１８】
　以下に電子撮像装置の一般的な動作を説明する。ＣＣＤ１０により被写体を撮像するこ
とにより得られた画像データは画像処理部１１で所定の画像処理が施された後、いったん
ＳＤＲＡＭ６に書き込まれる。所定フレーム分の動画データがＳＤＲＡＭ６に格納された
時点で、当該画像データは動画ファイルとして記録メディア５に書き込まれる。このとき
、ＣＰＵ１により動画に関する付加情報（ヘッダ、フッタ等の属性情報）が作成されて動
画ファイルとともに記録される。
【００１９】
　図２は、一般的な動画撮影の手順を説明するためのフローチャートである。まずＣＣＤ
１０により１フレームの動画データを取り込む（ステップＳ１）。次に取り込んだ動画デ
ータに対して画像処理部１１で所定の画像処理（ステップＳ２）を行った後、ＳＤＲＡＭ
６に書き込む（ステップＳ３）。ここでユーザによる操作終了の指示があったかどうかを
判断し（ステップＳ４）、ＹＥＳの場合にはＳＤＲＡＭ６に格納されている動画データを
記録メディア５に書き込む（ステップＳ５）。同時に当該動画データに対するフッタを作
成して書き込む処理を行い（ステップＳ６、Ｓ７）、処理を終了する。
【００２０】
　図３は、上記したフッタの内部構造の一例を示しており、ムービー時間、トラック情報
、データオフセット、フレームレート、ユーザ領域から構成されている。
【００２１】
　一方、ステップＳ４でＮＯの場合には、所定数のフレームの書き込みが終了したかどう
かを判断し（ステップＳ８）、ＮＯの場合にはステップＳ１に戻る。また、ステップＳ８
の判断がＹＥＳになったときにＳＤＲＡＭ６に格納されている動画データを記録メディア
５に書き込み（ステップＳ９）、ステップＳ１に戻る。ここで、所定フレーム数の画像の
集まりをチャンクと呼ぶことにする。
【００２２】
　図４は、本発明の実施形態に係る動画撮影の手順を説明するためのフローチャートであ
る。ここでの処理はすでに説明した図２の撮影手順とほぼ同じであるが、ステップＳ１０
でそれまでに記録メディア５に書き込んだ１チャンク分の動画データに対するフッタを作
成する工程が追加になっている点が異なる。
【００２３】
　図５は、図４の処理を実行している間に割り込みがかかったときの処理手順を示すフロ
ーチャートである。ここでの割り込みは、電池電圧チェック部２により電池４の残量が残
り少ないと判断された場合に実行される。この場合、各制御部への電力の供給はバックア
ップコンデンサ１２に切り替えて行われることになる。このバックアップコンデンサ１２
は、属性情報としてのフッタを記録メディア５に記録するのに必要な電源電圧を備えてい
るものとする。
【００２４】
　まず液晶表示部（ＴＦＴ）８、ＣＣＤ１０、画像処理部１１をＯＦＦ状態にセットする
（ステップＳ２０、Ｓ２１，Ｓ２２）。次に、動画データの記録メディア５への書き込み
を中止するとともに（ステップＳ２３）、予め作成してＳＤＲＡＭ６に格納してあったフ
ッタを記録メディア５へ書き込み（ステップＳ２４）、処理を終了する。
【００２５】
　図６は動画データの構成を示しており、ヘッダ部２０とデータ部２１とフッタ部２２と
からなる。データ部２１は概して複数のチャンク（ここではチャンク１～４）からなる。
さらに各チャンクは複数のフレーム（第１フレーム～第ｎフレーム）からなる。ここで例
えばチャンク３の途中で電池切れが発生した場合にはシステムはチャンク１とチャンク２
のフッタ情報のみを有しているのでこの場合は最新の属性情報としてフッタ１，２の書き
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込みを行う。
【００２６】
　図７は、動画の撮影手順を説明するためのタイムチャートである。ＶＤ（垂直同期信号
）に同期してＣＣＤ１０から動画データがフレームごとに順次取り込まれる。取り込んだ
動画フレームに対する画像処理が１ＶＤだけ遅れて行われる。さらに１ＶＨ遅れて処理さ
れた動画データがＳＤＲＡＭ６に書き込まれる。ここでは３０フレーム分の動画データが
書き込まれた時点で、すべての動画データが記録メディア５に書き込まれる。記録メディ
ア５への書き込み処理はＤＭＡ（Direct Memory Access）に基づいて行われるのでＶＤの
タイミングとは無関係に行われる。記録メディア５への書き込み処理が終了した後は、動
画データに対応するフッタが作成される。上記した処理は撮影している間連続して行なわ
れる。
【００２７】
　図８は、電池切れが発生したときの処理手順を説明するためのタイムチャートである。
電池チェックにより電池４の残量が残り少ないと判断された場合には割り込み処理に移行
する。まずＣＰＵ１の動作クロック（ＣＬＫ）に同期してＣＣＤ１０、ＴＦＴ８、画像処
理部１１へのパワーがＯＦＦ状態にセットされる。また、記録メディア５への書き込み処
理は３０フレームに到達する以前に中止される。ＣＰＵ１の動作クロック（ＣＬＫ）の周
波数はこの時点で５４ＭＨｚから２７ＭＨｚの低速モードに切り換えられる。ＣＰＵ１の
動作クロックに同期したフッタがＤＭＡ転送され、これが終了した後、カメラのパワーが
ＯＦＦされる。
【００２８】
　図９は、電池４の残量（電圧Ｖ）が時間ｔの経過に従って減少する様子を示す図である
。電池電圧チェック部２が電池４の電圧が残量警告電圧１００を越えて動作限界１０１に
まで減少したことを検知すると、ＣＰＵ１は、バックアップコンデンサ１２による記録メ
ディア５への記録に必要な電源供給を除く他の電源供給を停止する。すなわち、ＣＰＵ１
は、画像処理部１１、ＴＦＴ８、ＣＣＤ１０へのパワーをＯＦＦして、バックアップコン
デンサ１２に切り替えて各制御部への電源供給を行う。
【００２９】
　図１０は、バックアップコンデンサ１２による自動的な電源供給を実現するための一構
成例を示す図である。２００は電池電圧、２０１はＤＣ／ＤＣ回路、２０２～２０５はダ
イオード、２０６はバックアップコンデンサである。このような構成によれば、ＣＰＵ、
ＳＲＡＭ、カードＩＦ等が接続されるＡ点には、電池２００からの電源電圧と、バックア
ップコンデンサ２０６の電圧とが合成された電圧が供給されることになるので、たとえ電
池２００からの電源電圧が低下した場合であってもＡ点の電圧は動作限界よりも低下する
ことはなくフッタの書き込みを行うのに十分な電圧を維持することができる。したがって
、電池切れが発生したときに、それまでに撮影した動画ファイルが失われることはない。
【００３０】
　なお、バックアップコンデンサ２０６としてカメラのストロボ用のコンデンサを共用す
るようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係る電子撮像装置の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図２】一般的な動画撮影の手順を説明するためのフローチャートである。
【図３】フッタの内容の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る動画撮影の手順を説明するためのフローチャートである
。
【図５】図４の処理を実行している間に割り込みがかかったときの処理手順を示すフロー
チャートである。
【図６】動画データの構成を示す図である。
【図７】動画の撮影手順を説明するためのタイムチャートである。



(6) JP 4354291 B2 2009.10.28

【図８】電池切れが発生したときの処理手順を説明するためのタイムチャートである。
【図９】電池４の残量（電圧Ｖ）が時間ｔの経過に従って減少する様子を示す図である。
【図１０】バックアップコンデンサ１２による自動的な電源供給を実現するための一構成
例を示す図である。
【符号の説明】
【００３２】
１…ＣＰＵ、２…電池電圧チェック部、３…電源制御部、４…電池、５…記録メディア、
６…ＳＤＲＡＭ、７…ビデオＩ／Ｆ、８…ＴＦＴ、９…ＣＣＤ　Ｉ／Ｆ、１０…ＣＣＤ、
１１…画像処理部、１２…バックアップコンデンサ。
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